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〇 公 告  

次 の と お り 入 札 参 加 希 望 者 を 公 募 す る 。  

令 和 ７ 年 ７ 月 １ 日  

愛 媛 県 南 予 地 方 局 長  大 﨑  陳 洋  

 

１  工 事 概 要  

(1) 工 事 名  

山 堰 改 （ 改 ） 第 ７ 号 の １  山 財 ダ ム  堰 堤 改 良 工 事  

(2) 工 事 内 容  

本 工 事 は 、 山 財 ダ ム 管 理 設 備 の う ち エ レ ベ ー タ ー の 修 繕

を 行 う も の で あ る 。  

(3) 履 行 期 間  

工 事 請 負 契 約 の 成 立 の 日 の 翌 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 25日 ま  

で  

 

２  入 札 参 加 者 に 必 要 な 資 格  

愛 媛 県 建 設 工 事 請 負 業 者 選 定 要 領 （ 昭 和 39年 ７ 月 愛 媛 県 告

示 第 60 7号 ）第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 建 設 工 事 入 札 参 加 資 格

審 査 申 請 書 を 提 出 し て い る 者 の う ち 、 次 に 掲 げ る 要 件 を 全 て

満 た す 者 で あ る こ と 。  

(1) 地 方 自 治 法 施 行 令（ 昭 和 22年 政 令 第 16号 ）第 16 7条 の ４ 第

１ 項 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。 （ 暴 力 団 員 に よ る

不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 77号 ）

第 32条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 者 で な い こ と を 含 む 。 ）  

(2) 入 札 参 加 申 請 書 の 受 付 初 日 か ら 開 札 ま で の 期 間 に 、 愛 媛

県 建 設 工 事 入 札 参 加 資 格 停 止 措 置 要 綱 （ 昭 和 63年 ８ 月 １ 日

制 定 ） に 基 づ い て 知 事 が 行 う 入 札 参 加 資 格 停 止 の 期 間 が な

い 者 で あ る こ と 。  

(3) 民 事 再 生 法（ 平 成 11年 法 律 第 22 5号 ）の 規 定 に よ る 再 生 手

続 開 始 の 申 立 て 又 は 会 社 更 生 法（ 平 成 14年 法 律 第 15 4号 ）の

規 定 に よ る 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て が な さ れ て い な い こ と

（ 民 事 再 生 法 の 規 定 に よ る 再 生 計 画 認 可 又 は 会 社 更 生 法 の

規 定 に よ る 更 生 計 画 認 可 の 決 定 を 受 け て い る 者 を 除 く 。）。  

(4) 入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 の 間 に 、 資 本 関 係 又 は 人 的 関

係 が な い 者 で あ る こ と （ 共 同 企 業 体 の 場 合 は 、 入 札 に 参 加

し よ う と す る 他 の 共 同 企 業 体 の 構 成 員 と の 間 に 、 資 本 関 係

又 は 人 的 関 係 が な い 者 で あ る こ と 。 ） 。  

(5) 建 設 業 の 許 可 業 種「 機 械 器 具 設 置 工 事 業 」に つ い て 、「 一

般 建 設 業 」 又 は 「 特 定 建 設 業 」 の 許 可 （ 一 般 建 設 業 の 場 合
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は 、建 設 業 法（ 昭 和 24年 法 律 第 10 0号 。以 下「 法 」と い う 。）

第 ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 者 、 特 定 建 設 業 の 場 合 は 、 同

項 第 ２ 号 に 掲 げ る 者 に 係 る 同 項 の 許 可 を い う 。以 下 同 じ 。）

を 受 け て い る 者 で あ る こ と 。   

(6) 法 第 27条 の 23第 １ 項 の 規 定 に よ る 経 営 事 項 審 査 （ そ の 審

査 基 準 日 が 開 札 日 か ら 起 算 し て 過 去 １ 年 ７ 月 以 内 で あ る も

の の う ち 、 直 近 の も の に 限 る 。 ） を 受 け た 者 で あ る こ と 。  

(7) 建 設 業 者 格 付 け 事 務 取 扱 要 領 （ 平 成 11年 ４ 月 １ 日 制 定 ）

第 ５ 条 の 規 定 に よ る 建 設 業 者 格 付 け 結 果 通 知 （ 開 札 日 に お

い て 効 力 を 有 す る 直 近 の 格 付 け に 係 る も の 。 ） の 格 付 け 業

種「 機 械 器 具 設 置 工 事 」に つ い て 、格 付 け 等 級 が「 Ｂ 等 級 」

以 上 の 者 で あ る こ と 。  

(8) 前 年 度 又 は 前 々 年 度 に 完 成 し た 愛 媛 県 総 務 部 （ 財 産 活 用

推 進 課 に 限 る 。）、農 林 水 産 部 及 び 土 木 部 発 注 の 格 付 け 業 種

に 係 る 工 事 成 績 評 定 点 （ 完 成 検 査 後 に 修 正 が あ っ た 工 事 に

つ い て は 、修 正 後 の 工 事 成 績 評 定 点 と す る 。以 下 同 じ 。）の

前 年 度 の 平 均 点 数 又 は 前 々 年 度 の 平 均 点 数 の い ず れ か が 65

点 未 満 の 者 で な い こ と 。  

(9) 開 札 日 か ら 起 算 し て 過 去 15年 間 に 、 国 又 は 地 方 公 共 団 体

が 発 注 し た 工 事 の う ち 、 機 械 器 具 設 置 工 （ エ レ ベ ー タ ー 設

備 の 設 置 、 改 修 又 は 修 繕 ） の 施 工 実 績 を 有 す る 者 で あ る こ

と 。  

(10) (9)に 規 定 す る 工 事 に つ い て は 、 一 般 財 団 法 人 日 本 建 設 情

報 総 合 セ ン タ ー の 工 事 実 績 情 報 シ ス テ ム（ コ リ ン ズ ）に 登 録

さ れ た も の の う ち 、工 事 が 完 成 し て 引 渡 し が 完 了 し た 1件 工

事 で あ る こ と （ 工 事 の 一 部 が 完 成 し て 引 渡 し が 完 了 し て い

る 場 合 は 、 当 該 工 事 の 発 注 者 が 発 行 す る 証 明 書 に よ る こ と

が で き る 。 ） 。  

な お 、 当 該 工 事 が 平 成 16年 ４ 月 １ 日 以 後 に 完 成 し た 愛 媛

県 総 務 部 （ 財 産 活 用 推 進 課 に 限 る 。 ） 、 農 林 水 産 部 及 び 土

木 部 発 注 の 格 付 け 業 種 に 係 る も の に あ っ て は 、 工 事 成 績 評

定 点 が 65点 未 満 の も の は 、 施 工 実 績 と し て 認 め な い 。  

(11) 次 の 要 件 を 全 て 満 た す 監 理 技 術 者 又 は 主 任 技 術 者 を 専 任

（ 法 第 26条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、請 負 予 定 金 額 が 4, 5 0 0万    

円 未 満 の 場 合 は 技 術 者 の 専 任 及 び ウ に 掲 げ る 要 件 は 不 要 と

す る 。以 下 同 じ 。）で 配 置 す る こ と が で き る 者 で あ る こ と 。

た だ し 、 法 第 26条 第 ３ 項 第 １ 号 又 は 第 ２ 号 に 規 定 す る 監 理

技 術 者 又 は 主 任 技 術 者 を 配 置 す る 場 合 は 、 専 任 で の 配 置 を

要 し な い 。  
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ア  「 機 械 器 具 設 置 工 事 業 」 に 関 し て 法 第 ７ 条 第 ２ 号 イ 、

ロ 若 し く は ハ 又 は 同 第 15条 第 ２ 号 イ 、 ロ 若 し く は ハ に 該

当 す る 者 で あ る こ と 。  

イ  監 理 技 術 者 に あ っ て は 、 監 理 技 術 者 資 格 者 証 （ 機 械 器

具 設 置 工 事 業 に 係 る も の に 限 る 。 ） 及 び 監 理 技 術 者 講 習

終 了 証 （ 監 理 技 術 者 資 格 者 証 の 裏 面 に 講 習 修 了 履 歴 が 貼

り 付 け ら れ て い る 者 は 不 要 ） を 有 す る 者 で あ る こ と 。  

ウ  開 札 日 以 前 に 申 請 者 と ３ ヶ 月 以 上 の 恒 常 的 な 雇 用 関 係

に あ る 者 で あ る こ と 。  

(12) 次 に 掲 げ る 規 定 に よ る 届 出 を し て い な い 者 （ 当 該 規 定 が

適 用 さ れ な い 者 を 除 く 。 ） で な い こ と 。  

ア  健 康 保 険 法 （ 大 正 11年 法 律 第 70号 ） 第 48条  

イ  厚 生 年 金 保 険 法 （ 昭 和 29年 法 律 第 11 5号 ） 第 27条  

ウ  雇 用 保 険 法 （ 昭 和 49年 法 律 第 11 6号 ） 第 7条  

(13) 入 札 に 参 加 す る 者 又 は そ の 役 員 等（ 業 務 を 執 行 す る 社 員 、

取 締 役 、執 行 役 若 し く は こ れ ら に 準 ず る 者 又 は 相 談 役 、顧 問

そ の 他 い か な る 名 称 を 有 す る 者 で あ る か を 問 わ ず 、 法 人 に

対 し 業 務 を 執 行 す る 社 員 、取 締 役 、執 行 役 若 し く は こ れ ら に

準 ず る 者 と 同 等 以 上 の 支 配 力 を 有 す る も の と 認 め ら れ る 者

を い う 。 ） が 次 に 掲 げ る 者 で な い こ と 。  

ア  愛 媛 県 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 22年 愛 媛 県 条 例 第 24号 ）

第 ２ 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 等（ 以 下「 暴 力 団 員 等 」

と い う 。 ）  

イ  暴 力 団 員 等 で な く な っ た 日 か ら ５ 年 を 経 過 し な い 者  

ウ  暴 力 団 員 等 又 は イ に 掲 げ る 者 が そ の 事 業 活 動 を 支 配 す

る 者  

(14) 愛 媛 県 電 子 入 札 シ ス テ ム に 利 用 者 登 録 を 完 了 し て い る 者

で あ る こ と 。  

 

３  入 札 参 加 者 を 選 定 す る た め の 項 目  

(1) 基 本 事 項 の 確 認  

(2) 施 工 実 績  

(3) 配 置 予 定 技 術 者 の 資 格  

 

４  手 続 等  

(1) 担 当 部 局  

愛 媛 県 南 予 地 方 局 出 納 室  

〒 ７ ９ ８ － ８ ５ １ １  

愛 媛 県 宇 和 島 市 天 神 町 ７ 番 １ 号  
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電 話 （ ０ ８ ９ ５ ） ２ ８ － ６ １ ４ ９  

(2) 説 明 書 の 交 付 の 期 間 、 場 所 及 び 方 法  

ア  期 間  

令 和 ７ 年 ７ 月 １ 日 (火 )か ら 令 和 ７ 年 ７ 月 17日 (木 )ま で

の 執 務 時 間 中 （ 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で の 午 前 ８ 時 30分 か

ら 午 後 ５ 時 15分 ま で を い う 。 以 下 同 じ 。 ）  

イ  場 所  

(1)に 掲 げ る 場 所  

ウ  方 法  

無 料 で 交 付 す る 。  

エ  そ の 他  

説 明 書 に つ い て は 、 県 ホ ー ム ペ ー ジ に も 掲 載 す る 。  

(3) 入 札 参 加 申 請 書 の 受 付 期 間 並 び に 提 出 の 場 所 及 び 方 法  

ア  受 付 期 間  

令 和 ７ 年 ７ 月 15日 (火 )か ら ７ 月 17日 (木 )ま で の 執 務 時

間 中  

イ  場 所  

(1)に 掲 げ る 場 所  

ウ  方 法  

持 参 又 は 郵 送 等 （ 書 留 若 し く は 簡 易 書 留 又 は 信 書 便 で

こ れ ら に 準 ず る も の の う ち 配 達 記 録 が 残 る も の に 限 る 。

以 下 同 じ 。 ） に よ り 提 出 す る こ と 。 電 送 に よ る 書 面 は 受

け 付 け な い 。  

(4) 公 募 に 関 す る 質 問 回 答  

ア  こ の 公 募 等 に つ い て 質 問 が あ る 場 合 に は 、 質 問 事 項 を

記 載 し た 書 面 を 令 和 ７ 年 ７ 月 ７ 日 (月 )午 後 ５ 時 ま で に ⑴

に 掲 げ る 場 所 に 持 参 又 は 郵 送 等 に よ り 提 出 す る こ と 。 電

送 に よ る 書 面 は 受 け 付 け な い 。  

な お 、 質 問 事 項 を 記 載 し た 書 面 に お い て は 、 質 問 者 を

特 定 で き る 内 容 を 記 載 し な い こ と 。  

イ  提 出 さ れ た 質 問 に 対 す る 回 答 は 、 令 和 ７ 年 ７ 月 10日

(木 )か ら 令 和 ７ 年 ７ 月 14日 (月 )ま で (1)に 掲 げ る 場 所 に て

閲 覧 に 供 す る 。  

 

５  そ の 他  

(1) 関 連 情 報 を 入 手 す る た め の 照 会 窓 口  

愛 媛 県 南 予 地 方 局 出 納 室  

〒 ７ ９ ８ － ８ ５ １ １  

愛 媛 県 宇 和 島 市 天 神 町 ７ 番 １ 号  
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電 話 （ ０ ８ ９ ５ ） ２ ８ － ６ １ ４ ９  

(2) そ の 他  

詳 細 は 説 明 書 に よ る 。  


